
佐原の東日本大震災 



新市街地の液状化 

１００ｈａ 



利根川改修以前 

迅速図より 
茶色は茅 
緑は湿地 



佐原町誌から 

利根川改修後 

昭和６年 

赤色は土手 



道路網の整備 

昭和２３年、佐原中 
昭和３２年、市庁舎 旧

水
郷
大
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昭
和
十
一
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横利根閘門、大正11年 



液状化の被害① 



液状化の被害② 



町並み保存地区の被害① 



町並み保存地区の被害② 



修理・修復 
指定建造物 

伝建特定物等 

一般建築物 

①国指定 史跡 

②県指定 有形文化財 

※災害復旧費 

国 ７０％、 県 １５％、 市 １５％ 

県 ７５％、 市 ２０％、 所有者 ５％ 

・市条例の通常修理と同じ補助率 
例、伝建特定物修理８割、７００万円限度 

・国、県、市の支援・見舞金 

国（支援金） （住家補修） 県（義捐金） 市（見舞金） 

 全 壊  １００万円  １００万円   ５０万円   １０万円 

 半壊 大規模半壊   ５０万円   １００万円   ２０万円    ５万円 

  ２０万円    ５万円 

 一部破損    １万円 

・小野川と佐原の町並みを考える会の「支援金」 
・文化財保護・芸術研究助成財団への申請 



災害復旧での予算 
国指定史跡（伊能忠敬、旧宅） 

国、５０％ → ７０％ 

県、２５％ → １５％ 

市、２５％ → １５％ 

県指定有形文化財 

県、１/２ → ７５％ 

市、１/６ → ２０％ 

所有者、１/３ → ５％ 

伝統的建造物群保存地区 
※伝建の補助を適応 

  その財源の内訳 

  特定物は２割の自己負担 

神戸の震災助成 

国、５０％ → ７０％ 

県、２５％ → ２０％ 

市、２５％ → １０％ 

所有者３分の１から１０％へ 

（財源、国３分の１→７０％、県ゼロ→１５％、市３分の１→１５％） 



支援活動 ・本会に支援委員会 
・ワールドモニュメントへのお願い 

情報、ネットワークが最も重要 

参考 「異人館復興」 神戸市教育委員会 

今回の被災から感じたこと 


